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南流山駅周辺地区まちなみづくり指針（案）に関する説明会 

 

日時 ：令和５年１２月１８日（月）１９時００分～２０時００分 

場所 ：南流山センター 講義室 

 

◆参加者：１４名 

◆流山市：まちづくり推進課職員 

 

 

１．開会 

 

２．南流山駅周辺地区まちなみづくり指針（案）について 

 ※別添スライドに基づき、指針（案）について説明しました。 

  以下、各スライドにおける説明要旨を記載しております。 

 

≪スライド２≫ 

本日は大きく３つの流れで説明をさせていただきます。 

はじめに、「まちなみづくり指針をつくる目的」、 

次に「南流山駅周辺地区の現状と課題」、 

次に「まちづくりのコンセプトと３つの指針」、 

次に「まちなみ形成上の工夫」 

最後に、「指針の運用と今後のスケジュール」 

の順でご説明いたします。 

 

≪スライド３≫  

 まず、「まちなみづくり指針をつくる目的」についてです。 

 

≪スライド４≫ 

まちなみづくり指針とは、まちの魅力を高めるための基本的な考え方と具体的な方策について、

市の各種計画を踏まえて示したガイドラインです。 

本市では、既に流山おおたかの森駅駅前センター地区において、まちなみづくり指針を策定を

しております。今回の指針は南流山駅周辺地区の実状を踏まえて、策定しようとするものです。 

土地活用の際にご配慮いただきたい事項をまとめたものとなっており、義務や制限を課すもので

はありません。 

今般、市として南流山駅周辺地区をどのようなまちなみにしていきたいかの案ができたことか

ら、土地活用をされる地権者の方々に限らず、地元住民の方々に対してもその概要をお示しする

ものです。 
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≪スライド５≫ 

まちなみづくりの推進には、市と地権者、事業者そして市民が共通の視点を持って取り組むこ

とが重要と考えております。 

まちなみづくりに関係する方々が指針を共有してまちなみづくりへ取り組むことにより、まち

の魅力の向上を図り、居住人口・交流人口の増加、資産価値の維持・向上に資することが目的で

す。 

 

≪スライド６≫ 

次に、本指針（案）の対象区域についてご説明します。 

本市の都市計画マスタープランにおいて、商業業務地の方針として「南流山駅周辺は、人口集

中度の高い商業・業務機能を有する拠点づくりを推進し、土地の高度利用を図る」と定めている

ことから、本指針（案）では、商業地域及び近隣商業地域を対象区域としました。 

 

≪スライド７≫ 

続いて、「南流山駅周辺地区の現状と課題」についてご説明します。 

 

≪スライド８≫ 

まず、南流山駅周辺地区の特徴として以下の４つが挙げられます。 

・都心まで電車で、２０分で行けること 

・JR武蔵野線及びつくばエクスプレス線の２路線がクロスする交通結節点であること 

・つくばエクスプレスが開業後、駅利用者が増えていることや、木地区における土地区画整理事

業により周辺人口が大幅に増えていること 

・本市都市計画マスタープランにおいて、「南の玄関口」にふさわしいまちづくりが期待されてい

ること 

 

≪スライド９≫ 

次に、まちなみの現状として、主に３つのことが挙げられると考えます。 

１つ目は、昭和６３年に土地区画整理事業が完成してから、３０年以上が経過し、まちなみと

してもやや古くなっていることです。 

２つ目は、土地の高度利用化がなされずに、駐車場などの低・未利用地や低階層の建物が残存

していることです。 

３つ目に、駅前広場やその周辺の街路について活気と魅力が乏しいことです。スライド右下の

写真は、休日の昼における北口駅前広場の様子です。ご覧のとおり、休日の昼にも関わらず歩行

者が非常に少なく賑わいがありません。 

 

≪スライド１０≫ 

これらの現状から、いくつかの問題や課題が考えられます。昭和期に形成されたやや古いまち

であることから、建物によっては老朽化が進みつつあり、改修や建て替えの時期を迎えておりま

す。まちなみづくりの観点から、どのような考え方のもと更新していくかが課題となっておりま

す。 
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≪スライド１１≫ 

また、駅利用者や周辺人口が増加していることを考えると、そこで、土地の高度利用化を図る

ことや、駅周辺に点在する低・未利用地の積極的な土地活用を図ることで、商業を中心とした魅

力を集め、駅前のポテンシャルをより一層活かすことが必要と考えています。 

 

≪スライド１２≫ 

また、現在は活気や魅力に乏しい駅前空間やその周辺の街路についても、美しい景観づくりに

取り組むなど、多くの人々が集まりたい・歩きたいと思える、楽しく快適な空間にしていく必要

があると考えています。 

 

≪スライド１３≫ 

これらにより、南流山駅周辺の現状と課題を踏まえ、「まちづくりのコンセプトと３つの方針」

を設けることとしました。 

 

≪スライド１４≫ 

まず、南流山駅周辺における空間形成のコンセプトについてです。 

１つ目は、「多くの人が集まるまちにふさわしい、たくさんの魅力がつながるまち」です。多く

の人々に来ていただけるような様々な店舗などが駅周辺に増えることで、本市の「南の玄関口」

にふさわしいまちなみを目指します。 

２つ目は、「「住みたい・来たい」を創り出す、快適な都市環境」です。商業・業務用途の建物

を誘導することと併せて、良好な景観や緑化を推進し、南流山に住む方や市外から駅周辺を訪れ

る方が快適だと感じられる環境づくりを行うことを目指します。 

 

≪スライド１５≫ 

これらのコンセプトを踏まえた３つの指針を設定し、まちなみづくりを進めていきたいと考え

ております。 

指針の１つ目は、「土地の高度利用化及び商業・業務の集積による拠点性の向上」です。 

駅前に残存する低・未利用地の有効活用を誘導するとともに、魅力ある駅前空間と開かれたま

ちなかを創出します。スライドの写真のようなイメージで、商業・業務用途の建物を集積し、本

市の南の玄関口にふさわしい拠点性を高めます。 

また、画地面積の小さい土地は、共同利用化などにより、一団の土地としての活用を誘導しま

す。 

 

≪スライド１６≫ 

指針の２つ目は、「誰もがすごしたくなる、ゆとりのある沿道空間の創出」です。 

新築や建て替え時には、歩行の安全性や快適性に寄与するよう、建物のセットバックや沿道に

オープンスペースを設けるなど、沿道の空間にゆとりを確保するとともに、緑やベンチの設置に

努めます。 

また、低層階をガラス張りとするなど、開放性や透明性を有する意匠を採用し、歩いていて楽

しい沿道空間の演出に努めます。 
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後ほどご説明しますが、現在は活気が乏しい駅前広場については、交通機能と歩行者滞留機能

を分離するなど、市内外の多くの人々が滞在しやすい空間づくりを推進します。 

 

≪スライド１７≫ 

指針の３つ目は、「個性を活かし価値が高まる地域づくり」です。 

他の地区にはない、南流山ならではの地域の魅力を活かすとともに、老朽化した建物や空き店

舗のリノベーションなど、既存ストックの有効利用を図ります。 

また、駅前広場においては、駅前の活気を高めるため、マルシェなどの民間活用を促し、多彩

な人がつながる空間づくりを図ります。 

 

≪スライド１８≫ 

これらの３つの指針を踏まえた、まちなみの将来イメージです。スライドの上が日中のイメー

ジ、下が夜間景観のイメージです。 

 

≪スライド１９≫ 

次に、将来イメージにつながる、まちなみを形成する上での具体策について、ご説明します。 

 

≪スライド２０≫ 

スライドの図は、将来の通りをイメージした断面図です。 

図の左側の建物のように、土地の高度利用化を図ったうえで、商業・業務系の機能を集積する

ことを目指します。 

また、中高層以上の建物が立ち並ぶと、歩行者に圧迫感を与えることが想定されるため、建物

の中層階以上の壁面をセットバックすることで、見かけ上低層の建物に見せ、建物を見上げた時

の圧迫感の軽減を図ります。 

併せて、沿道の緑化や、例えばカフェであれば、オープンカフェのような賑わいが感じられる

開放的な設えとすることにより、歩いていて楽しい沿道空間を演出します。 

 

≪スライド２１≫ 

次に、土地の共同利用化、集約化についてです。 

細分化された土地では、建物のセットバックや敷地内の緑化を図りにくい場合があります。そ

こで、土地の共同利用化を図り、一団の大きな土地の上に建築することにより、右側の図のよう

に敷地内の緑化やオープンスペースの配置がしやすくなります。 

スライドの写真は、建物をセットバックし、民有地内に植栽やベンチを設置し、良好な景観に

寄与している市内の事例です。 

 

≪スライド２２≫ 

次に、オープンスペースの確保です。 

これまでのご説明とも少し重なりますが、スライドの上の図のように建物をセットバックする

など、敷地内に空地をつくることで空間にゆとりを生み、歩きやすいまちなみをつくります。 

また、植栽やベンチを配置し、沿道に歩行者が一時的に滞留できるスペースを確保することが
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できると、歩いて楽しいまちなみに寄与することができます。 

 

≪スライド２３≫ 

次に、駅前広場の高質化による顔づくりです。 

先ほど、指針２の中でも触れましたが、駅周辺に多くの人が滞留できるよう、駅前広場の機能

分担を今後検討していくこととし、南の玄関口にふさわしい、賑わいあふれる駅前を目指します。 

 スライドの図や写真は検討の一例としてお示ししておりますが、 

駅南口については、滞留機能及び賑わいの核となるイベントなどの活用を促進し、駅北口につ

いては、交通機能の集約を図ることを考えております。 

こうした機能分担ができるかどうかの可能性も含めて、今後検討していきたいと考えております。 

今回皆様にお配りしているのは指針（案）の概要版ですが、指針（案）の本編では、先ほどご

説明させていただいたもののほか、緑化や夜間照明に関する考え方など、いくつかの具体策を記

載しております。今回は、時間の都合上、指針（案）の本編から主要なものを抜粋して説明する

こととさせていただきます。 

なお、指針（案）の本編の閲覧については、後ほどご案内させていただきます。 

 

≪スライド２４≫ 

最後に、「指針の運用と今後のスケジュール」についてです。 

 

≪スライド２５≫ 

まず、現段階で考えている指針の運用について説明します。 

建物の新築や建て替えの際に、指針に沿った計画となるよう、建築事業者等と事前確認を行い、

その後、確認申請を経て着工という流れとなります。 

また、本指針の実効性を高めるため、指針に基づく一定の基準を満たした建築物に対する補助

制度の創設などを考えております。 

 

≪スライド２６≫ 

今後のスケジュールについてです。 

本日の説明会の後、近日中に指針（案）の本編を、市ホームページで公開するとともに、市役所

南流山駅周辺の公共施設及び駅周辺の「南流山一丁目自治会」、「南流山東町自治会」、「南流山南

部自治会」、「南流山自治会」の各自治会館に配架（※）します。 

 

（※事務局追記 当初は上記の４自治会に配架を依頼する予定でしたが、配架についてのご要望

があったことから「木自治会」および「南流山ウェリス自治会」についても指針（案）の配架

及び意見募集箱の設置を行いました。） 

 

また、併せて、今回の説明会にお越しいただいた方以外からも広くご意見をいただく機会を設

けるため、１２月２２日から１月２２日まで意見募集を行います。 

配架や意見募集については、市ホームページや市公式ＬＩＮＥアカウント、駅周辺の各自治会

の回覧などで情報発信いたします。 
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 本会場にも、指針（案）の本編及び意見募集箱を設置しておりますので、ご意見がある方は、

説明会後に意見をご記載いただけますようお願いいたします。 

 

説明は以上となります。 

 

３．質疑 

質問者 F：条例などで規制することは考えていないということでよいか。 

流山市 ：現段階では条例等で義務化することは考えていません。建替えなどの際に計画に取り

込んでいっていただきたいというお願いになります。 

質問者 F：高度利用というと、建蔽率や容積率などを変更していくことも想定しているのか。 

流山市 ：そういった都市計画的な手法も現段階では考えていません。現行の規制の中でのお願

いというかたちになります。 

質問者 F：共同利用といったこともあるが、条例化などがないと難しいのではないか。 

流山市 ：共同利用がハードルが高いのは認識しています。既に建物が多く建ち並んでいる状況

であり、共同利用を含めて取組を進めるために、補助制度を考えているところです。 

 

質問者 G：木自治会にも指針案を置いていただくことはできるか。 

流山市 ：木自治会にはまだお願いしていないが、要望があれば、指針案などを置いていただく

よう、自治会にお話しさせていただきます。 

 

質問者 H：指針はイメージが湧いたが、実効性がどこまであるのか。おおたかの森は何もないと

ころからのスタートだったのでやりやすかったが、他自治体ではどのような方法が取

られているのか。 

流山市 ：実際のところ類似の事例はあまり多くなく、ガイドラインに実効性を持たせる枠組み

としては、補助制度と組み合わせる例として神奈川県藤沢市の事例を参考としました。 

質問者 H：来年度は指針についての取組や予算はどう考えているのか。 

流山市 ：来年度は補助制度と指針をあわせて周知する予定であり、個別に予算を確保してはい

ません。指針にも記載している南北駅前広場の機能分担について、今年度、交通量調

査などを実施予定です。 

質問者 H：指針の策定にあたって、地権者の方にヒアリングをされたのか。 

流山市 ：全員を対象にすることは難しいため、一部の地権者を対象にヒアリングを実施してい

ます。また、開発事業者にも一部アンケートを行っています。 

質問者 H：了解した。１月まで意見書を提出とあるが、意見への回答はいただけるのか。 

流山市 ：パブリックコメントではないが、同じようなかたちで、HPなどで市の考え方を回答さ

せていただく予定です。 

質問者 H：通り一遍な回答にならないよう注意いただきたい。 

流山市 ：取り込んでいくべきものは取り込んでいきたいと考えています。 

 

質問者 I：QRコードを読み込んでも該当ページにいかない。 

流山市 ：22日から意見募集の予定なので、それまでには読み込めるよう準備しています。もう
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少しお待ちいただけますようお願いいたします。 

 

流山市 ：他にご意見ありますでしょうか。ないようでしたら、これで説明会を終了いたします。 

最後に、本日説明したまちなみづくり指針（案）について、意見等がある方は、会場

出入口付近に意見書を置いていますので、記載いただき、回収箱へ投函ください。 

本日はお忙しい中、ありがとうございました。 

 

以上 

 

 

                  


